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補聴器については、その購入に際し消費者トラブルが報告されており、独立行政法人国民生活
センターから「補聴器に関して、販売店の知識・技能やサービス体制が十分でない」との問題点
が指摘されている。そこで、補聴器の安全で効果的な使用に資するため、質の高い補聴器販売者
の養成等に必要な経費を要求するものである。

補聴器販売者資質向上研修
＜事業内容＞

  補聴器販売者が適切な補聴器の選定や使用指導等を的確に行えるよう、
必要な知識及び技能を修得させるための研修を実施する。

補聴器の安全で効果的な使用に関する普及啓発
＜事業内容＞

補聴器の安全で効果的な使用に資することを目的に、補聴器に関する
情報等についての普及啓発を実施する。

補聴器販売者の資質向上研修等事業

２  事 業 の 概 要

１  事業の目的 ・ 背 景

（リーフレット）

令和８年度当初予算案 36百万円（36百万円）※（）内は前年度当初予算額

医政局総務課（内線4456）

３  実施主体等

実施主体：公募により採択された団体

（ポスター）

（実際の研修の様子）
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２  事 業 の 概 要 ・ ス キー ム

１  事 業 の 目 的

令和８年度当初予算案 12億円（12億円）※（）内は前年度当初予算額

医政局研究開発政策課（内線4151）

○医療ニーズの高い医療機器等の研究開発を促進する。また、クラスⅢ・Ⅳの医療機器等の開発リスクが高く着手が難しいテーマに対す
る支援を通じて、革新的なアイデアや技術を用いた医療機器の研究開発を促進し、革新的な医療機器の実用化を図る。

○さらに、AI等のデジタル技術を融合的に活用し、疾患の治療・診断・予防に直接的に効果を発揮するプログラム医療機器の実用化を目
指す。それにより、医療従事者の業務の効率化・負担軽減や医療費適正化を図る。

３  実 施 主 体 等

◆ 補助先：国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED） ◆ 補助率：定額 ※AMEDにおいて公募により研究者・民間事業者等を選定

医療機器開発推進研究事業
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小児慢性特定疾病児童等への医療費助成の概要
○ 小児慢性特定疾病児童等の健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図る
とともに、患児データを効率的に収集し治療研究を推進するため、治療に要した医療費
の自己負担分の一部を助成している。

○ 助成対象者は、原則、18歳未満の児童のうち、症状が一定程度の者としている。

○ 対象者の要件         ・小児慢性特定疾病（※）にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度であること。

※①慢性に経過する疾病であること ②生命を長期に脅かす疾病であること ③症状や治療が
長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること ④長期にわたって高額な医療費の負担が
続く疾病であること の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるもの。

 ・18歳未満の児童であること。（ただし、18歳到達時点において本制度の対象になっており、
かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者を含む。）

○ 自己負担 申請者の所得に応じて、治療に要した費用について一部自己負担がある。
○ 実施主体       都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市
○ 国庫負担率 １／２（都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市（139ヵ所） １／２）
○ 根拠条文 児童福祉法第19条の２、第53条

 

① 悪性新生物  

② 慢性腎疾患

③ 慢性呼吸器疾患

④ 慢性心疾患

⑤ 内分泌疾患

⑥ 膠原病

対象疾患群

⑦糖尿病

⑧先天性代謝異常

⑨血液疾患

⑩免疫疾患

⑪神経・筋疾患

⑫慢性消化器疾患

医療費助成の概要

・令和８年度予算案： 18,092百万円

・対象疾病数：801疾病（16疾患群）

対象疾病

予算額

⑬染色体又は遺伝子

 に変化を伴う症候群

⑭皮膚疾患

⑮骨系統疾患

⑯脈管系疾患
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【厚生労働省健康・生活衛生局】



「健康づくりサポートネット」でのコンテンツの発信

https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/sensory-organ/s-002 4



「健康づくりサポートネット」でのコンテンツの発信

健康づくり支援担当者のための総合情報サイト

日本全国の地方自治体や企業・団体などで、健康づくりの取り組みを検
討・実施されている方々に向けて、健康づくりのポイントや参考となる事
例をそれぞれの内容にあわせたツールでご紹介しています。今後も新規
ツールの追加や、指針・ガイドライン等の改訂に伴う内容の更新を予定し
ています。
これから検討を始める方、既に実施している施策をより効率的にしたい

方など、健康づくりを実施される方に、すぐにご活用いただける情報をお
届けします。

リーフレット

ポスター

（https://kennet.mhlw.go.jp/tools/）
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【厚生労働省医薬局】
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労働安全衛生法では、業務が原因で、労働者が疾病にかかったり、
疾病が悪化することを防ぐため、事業者に対し、常時使用する労働
者を対象に、年１回、健康診断を実施することを義務付けている
（費用は全額事業者負担）。

【一般健康診断の項目】
① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④ 胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤ 血圧の測定
⑥ 貧血検査（血色素量、赤血球数）
⑦ 肝機能検査（GOT、GPT、γ－GTP）
⑧ 血中脂質検査（LDL・HDLコレステロール、TG）
⑨ 血糖検査
⑩ 尿検査（尿中の糖及び蛋白の有無の検査）
⑪ 心電図検査

労働安全衛生法に基づく健康管理

※労働者にも健康診断を受診する義務がある。
※違反した事業者には罰則が適用される。
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【厚生労働省安全衛生部】
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難聴に関する普及啓発の強化について（令和７年度） 障害保健福祉部

○ 難聴（障害に至らないものを含む）は、様々な原因で生じる幅広い世代に関係するものであり、
本人や家族が気づかないうちに進行してしまうことやQOLの低下につながること、社会参加に支障
をきたすこと等も指摘されており、広く予防を促進するとともに、早期発見・早期介入につなげて
いくための普及啓発が重要である。

○ これまで、厚生労働省ＨＰに難聴に関する「特設ページ」を設けるほか、リーフレット等を用い
た普及啓発やガイドラインの周知、自治体向けの手引きの作成など取り組んできた。

○ ３月３日が関係学会において「耳の日」、WHOにおいて「世界耳の日」とされていること等を踏
まえ、その機会を捉え集中的に情報発信を実施（以下のとおり）。
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１．大臣会見における発信

➤令和８年３月３日の閣議後会見にて、難聴の予防や早期対応について呼びかけ

２．「特設ページ」の拡充

➤関係府省庁、関係団体等の関連情報を分かりやすく一覧化したページを新設
➤都道府県等への周知と普及啓発の一層の推進を依頼

３．様々なメディアを通じた周知広報

➤WEBマガジン『厚生労働』への記事投稿、HPトップページのカルーセルへの画像表示
➤政府広報提供テレビ番組内の30秒CM放映、政府広報提供ラジオ番組の放送、インターネットバナー広告の実施
➤SNSにおける関連ポスト投稿、関係府省庁と連携したポスト拡散

≪主な取組≫ ※新規のものを記載

https://www.mhlw.go.jp/nanntyou/links.html


上野  賢一郎  厚生労働大臣による発信（令和８年３月３日）

本日３月３日は、WHOにおいて「世界耳の日」とされています。
我が国の関係学会においても「耳の日」と定められています。
難聴に関する様々な普及啓発等の取組が行われております。

難聴は、加齢に伴うものだけでなく、大きな音を長時間にわたって
聞き続けるなど、様々な原因で起こる、幅広い世代に関係する
ものです。本人や家族が気づかないうちに進行してしまうことや、
QOLの低下につながること、社会参加に支障をきたすことなどが
指摘されており、早期に気づき、早期に対応することが重要です。

厚生労働省では、耳の日にあわせて、難聴に関する特設ページにおいて関係団体等が
発信する情報を分かりやすく一覧化したページを新設するほか、WEBマガジンやSNS等のあら
ゆるメディアを活用して、関係団体や自治体と協力しながら、集中的な情報発信を行ってま
いります。

国民の皆様におかれましては、この機会に、ご自身やご家族の「聞こえ」について振り返っ
ていただき、普段の生活で聞こえにくさを感じる場合などは、早めに受診するなど早期の対
応をしていただきたいと思います。

記者の皆様におかれましても、周知・広報にご協力をお願いしたいと思います。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00901.html


厚生労働省ホームページ「難聴に関する特設サイト」 （ 令 和 ６ 年 度 開 設 ）

における新設ページ（関連リンク集）
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☞厚生労働省、こど
も家庭庁、文部科学
省等から、都道府県
の関係部局等へ事務
連絡を発出し、難聴
に関する普及啓発の
一層の推進について
依頼
（令和８年３月３日）

https://www.mhlw.go.jp/nanntyou/links.html


W EBマガジン『厚生労働』／トップページのカルーセルへの掲載

○トップページのカルーセル○WEBマガジン『厚生労働』

➤厚生労働省ＨＰトップページのカルーセルに

「特設ページ」へ遷移する画像 を表示

（３月２日～15日）

☟投稿イメージ
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https://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/45.html


政府広報と連携した普及啓発

○ テレビＣＭ

○ インターネットバナー広告

令和７年12月（計４回）、テレビ東京などで放映された政府広報提供

のテレビ番組「クリックニッポン」内の提供ＣＭとして放映。

○Yahoo! …令和７年12月29日～令和８年１月11日
令和８年２月16日～３月１日

○毎日新聞デジタル …令和８年１月５日～１月18日

➤難聴に関する「特設サイト」に遷移するバナー広告を実施

○ ラジオ放送

令和８年３月22日、TOKYO FMなどで放送された政府広報提供のラジ

オ番組「杉浦太陽・村上佳菜子 日曜まなびより」において、難聴を

テーマに情報発信。
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https://www.gov-online.go.jp/media/commercials/202512/video-305358.html


SNSによる情報発信（厚生労働省Ｘ）

■３月３日（火） ■３月４日（水） ■３月５日（木）
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SNSによる情報発信（厚生労働省Ｘ・関係府省庁Ｘ）

■３月６日（金） 関係府省庁の投稿
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軽度・中等度難聴の診療の手引き ― 概要 ― （令和8年3月17日発行）

令和7年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 25CA2005 令和7年4月14日～令和8年3月31日

研究代表者：大森孝一（日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 理事長）

背景

軽度・中等度難聴は、幅広い年齢層に認められる疾患であり、生活の質（QOL）や認知機能、
社会参加に多様な影響を及ぼす。外見上わかりにくく、周囲の理解を得にくい。

制度上の課題

身体障害者福祉法の対象とならない中等度難聴では意思疎通が難しいことがあり、周囲からの
合理的配慮が必要である。
。
本書の目的

臨床現場で遭遇する頻度が高いにもかかわらず体系的な診療指針が不足していた軽度・中等
度難聴に焦点を当て、日々の診療で役立つ実践的な指針をまとめた。

活用の効果：多職種連携

医師、言語聴覚士、認定補聴器技能者等が統一された方針を理解して対応可能となる。

次のステップ：障害に至らない難聴者に関する生活の質の向上に関する調査
軽度・中等度難聴者の実態調査により、補聴器などの聴覚補償の課題や介入効果、QOL 評価を明らかにし、適切な対応策が求められる。

難聴管理

定期的な難聴指導管理を医師が主体となって提供することで、適切な介入を継続的に行うこ
とが可能となる。

【主な手引き配付先（概数）】
補聴器相談医（5,500）＋専門研修プログラム
連携施設（800）＋医育機関（82施設×5冊
＝410）＋日本言語聴覚士協会等（290）＝7,000

日耳鼻会員数
：11,318名
補聴器相談医数
：5,495名
（R8.3.19現在）
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自立支援医療制度の概要

根     拠    法 ： 障害者総合支援法

概         要 ： 障害者（児）が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な心身の障害の状態を軽減するための医療（保険
 診療に限る。）について、当該医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度

※ 所得に応じ１月あたりの自己負担上限額を設定（月額総医療費の１割がこれに満たない場合は１割）
※ 保険優先のため、通常、医療保険の自己負担分（３割）と上記の自己負担上限額の差額分を自立支援医療費により支給

実  施  主  体 ： 【更生医療・育成医療】 市町村 【精神通院医療】 都道府県・指定都市

負  担  割  合 ： 【更生医療・育成医療】 国 1/2，都道府県1/4，市町村1/4  【精神通院医療】 国1/2，都道府県・指定都市1/2

支給決定件数 ： 【更生医療】 294,191件 【育成医療】 10,884件 【精神通院医療】 2,666,159件  ※令和６年度

更 生 医 療 ： 身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者で、その障害の状態を軽減する手術等の治療により確実に効果
が期待できる者（18歳以上）

育 成 医 療  ： 児童福祉法第４条第２項に規定する障害児のうち、障害に係る医療を行わないときは将来において身体障害者
福祉法別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、手術等により確実な治療の効果が期待できる者
（18歳未満）

精神通院医療 ： 精神保健福祉法第５条に規定する精神疾患（てんかんを含む。）を有する者で、通院による精神医療を継続的
に要する者

根拠法及び概要

対  象  者

（精神通院医療）
精神科専門療法
訪問看護

（更生医療・育成医療）
肢体 不自由 ･･･ 関節拘縮 → 人工関節置換術 言語障害 ･･･ 口蓋裂 → 形成術
視 覚 障 害 ･･･ 白内障  → 水晶体摘出術 免疫機能障害 ･･･ 抗HIV療法 

聴 覚 障 害 ･･･ 高度難聴 → 人工内耳埋込術
内 臓 障 害 ･･･ 心臓機能障害 → ペースメーカー埋込手術

      腎臓機能障害 → 腎移植、人工透析 肝臓機能障害 → 肝移植

＜先天性内臓障害＞  鎖肛  →  人工肛門の造設 ※ 育成医療のみ

対象となる医療の例

25



補装具費支給制度の概要

１．制度の概要
1. 目的

① 障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における効率の向上を図ること
② 障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長すること

2. 実施主体･･･市町村
3. 対象者･･･補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等（※難病患者等については、告示に定める疾病に限る）
4. 申請方法･･･障害者又は障害児の保護者が市町村長に申請し、身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づく市町村長の決定により、 
「補装具」の購入又は修理に要した費用の額（基準額）から利用者負担額を除した額（補装具費）の支給（※）を受ける。
※補装具費の支給は、障害者総合支援法第６条に基づく自立支援給付の一つである。

補装具とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基
準に該当するものとして、義肢、装具、車椅子その他の厚生労働大臣が定めるもの。

○厚生労働省令で定める基準･･･ 次の各号のいずれにも該当するもの。

一 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつその身体への適合を図るように製作されたものであること。

二 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、

同一の製品につき長期間に渡り継続して使用されるものであること。

三 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。

○厚生労働大臣が定めるもの･･･具体的には厚生労働省告示で補装具の種目、名称、型式、基本構造、上限額等を規定

（１）公費負担･･･国：５０／１００、 都道府県：２５／１００、 市町村：２５／１００
（２）利用者負担･･･原則１割であるが、世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。

生活保護 生活保護世帯に属する者 ０円

低所得 市町村民税非課税世帯 ０円

一 般 市町村民税課税世帯 ３７，２００円

【身体障害者・身体障害児共通】･･･義肢 装具 姿勢保持装置 車椅子 電動車椅子 視覚障害者安全つえ 義眼  眼鏡 補聴器
人工内耳（修理に限る） 車載用姿勢保持装置 歩行器 歩行補助つえ（Ｔ字状・棒状のものを除く） 重度障害者用意思伝達装置

【身体障害児のみ】･･･起立保持具 排便補助具

２．補装具とは

３．費用負担

※「身体障害者福祉法」(昭和25年度)「児童福祉法」(昭和26年度)を、障害者自立支援法で一元化(平成18年10月)

⚫ ただし、障害者又はその配偶者のうち市町村民
税所得割の最多納税者の納税額が４６万円以上
の場合には補装具費の支給対象外。

⚫ 生活保護への移行防止措置あり
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日常生活用具給付等事業の概要

１．制度の概要

地域の特性や利用者の状況に応じ、市町村が柔軟な形態により事業を行う地域生活支援事業のうち、必須事業の一つとして規定。
障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業であ
る。
○実施主体･･･市町村
○対象者･･･日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等（※難病患者等については、政令に定める疾病に限る）
○申請方法･･･市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受ける。

（１）補助金の負担割合･･･国：５０／１００以内 都道府県：２５／１００以内
（２）利用者負担･･･市町村の判断による。

２．対象種目

３．費用負担

以下の「用具の要件」すべて満たすものであって、第二号に掲げる用具の用途及び形状のいずれかに該当するもの。

【用具の要件】

１ 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの

２ 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ社会参加を促進すると認められるもの

３ 用具の製作、改良又は開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの

【用具の用途及び形状】

介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マット等その他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、
障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの

自立生活支援用具
入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のう
ち、障害者等が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの

在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用で
きるものであって、実用性のあるもの

情報・意思疎通支援用
具

点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に
使用できるものであって、実用性のあるもの

排泄管理支援用具
ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用できるもの
であって、実用性のあるもの

居宅生活動作補助用具 障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。
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２  事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム ・ 実 施 主体 等

１  事業の目的

意思疎通支援事業等の推進

「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」により、全ての障害者が、その日常生活又は社会生活を営
んでいる地域にかかわらず等しく必要とする情報を十分に取得や利用、円滑な意思疎通を図ることができるようにすることとさ
れているが、地域によって、障害種別ごとの実施状況に差がある等の課題がある。このため、現在、都道府県等が行う手話通訳
等に携わる人材の養成・派遣や市町村が行う意思疎通支援事業（手話通訳者・要約筆記者の設置や派遣等）などの支援体制の構
築を推進する。

１．専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修・派遣事業

（１）事業内容

① 手話通訳者・要約筆記者養成研修・派遣事業
複数市町村の住民が参加する会議等、市町村等での対応が困難な場合に、
手話通訳者又は要約筆記者を養成・派遣する。

② 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修・派遣事業
コミュニケーション及び移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員
を養成・派遣する。

③ 失語症者向け意思疎通支援者養成研修・派遣事業
複数市町村の住民が参加する会議等、市町村等での対応が困難な場合に、
失語症者向け意思疎通支援者を養成・派遣する。

（２）実施主体：都道府県、指定都市及び中核市（団体等への委託も可能）

（３）補助率：国１／２以内

２．意思疎通支援事業

（１）事業内容
手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置

する事業、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業など意
思疎通支援を実施する。

（２）実施主体：市町村（団体等への委託も可能）

（３）補助率：国１／２以内、都道府県１／４以内

（地域生活支援事業）

令和８年度予算案 505億円（502億円）※（）内は前年度当初予算額

３．奉仕員養成研修事業

（１）事業内容
聴覚障害者等との交流活動の促進などの支援者として期待され

る日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員、点訳又は
朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員等を養成
する。

（２）実施主体：市町村（団体等への委託も可能）

（３）補助率：国１／２以内、都道府県１／４以内
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令和８年度当初予算案０.７億円（0.7億円）※（）内は前年度当初予算額

（１）ニーズ・シーズマッチング強化事業
多様化するニーズに応じたニーズリストを作成するとともに、障害者等や医療福祉専門職等の使用者が抱える要望（ニーズ）と、

開発機関や研究者などの支援機器の開発者が保有している技術（シーズ）のマッチングを図る。

また、開発支援コーディネータ（製品化・事業化に向けた伴走支援者）を育成し、製品化・事業化を加速させる。

（２）自立支援機器開発事業
実用的な支援機器の開発を行う企業に開発費用の一部を補助する。

（３）支援機器普及啓発促進事業
障害者等が真に必要とする製品を選択し、適切に使用できるよう機器の特徴や使い方等を普及・周知することで支援機器の普及

を加速させる。

（４）自立支援機器導入実証モデル事業
 障害者等を雇用している企業等において実際に支援機器を導入し、その効果（試用効果及び改良の示唆）について実証を行うこと

により、障害者等の就労支援を促進する。

２  事業の内容

本事業は、障害者の自立や社会参加等の促進に資する支援機器の開発及び普及促進の取組に対して補助を行う。

支援機器の開発においては、市場が小さく個別的で多岐にわたる製品が求められることから、機器開発企業が着想段階から事業化を

検討する際に支援するための人材を育成し、障害者のニーズと開発者のシーズのマッチングを図ることで障害に応じた機器開発が可能

となるよう支援する。

普及促進の取組においては、支援機器の特徴や使い方等の情報を整理して広く情報発信することにより、支援機器の利用促進を図る

とともに、実際に支援機器を使用してその効果を実証することを通じ、より障害者に適した製品となるよう改良を図り、支援機器を利

用した障害者の社会参加等を促進する。

１  事業の目的

障害者自立支援機器等開発促進事業

※令和７年度補正予算額 2.４億円
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開発プロセスを
体系的に学ぶ

ワークショップ

開発支援コーディネータ研修
（伴走支援者の育成）

（開発者ルート）

障害者自立支援機器等開発促進事業

厳選された
開発チーム

モニター評価を通じた
開発・改良

支援機器の開発を支援

ニ ー ズ ・ シ ー ズ マ ッ チ ン グ

厳選ニーズ
リスト作成

製品の普及試作機開発 、 実証実験 、 製品化ニーズの把握・特定、コンセプト生成

（４）自立支援機器導入実証モデル事業

３  事業のスキーム

民間団体（公募）

４  実施主体
（１）（３）（４）：定額（10/10相当）
（２）：中小企業２/３、大企業・公益法人１/２（※製品種目特定型事業は初年度のみ10/10）

５補助率

支援機器の情報を広く発信、
障害者の適合や調整を実施

全国で製品化した機器の
普及を促進

ニーズ
（ユーザー・支援者）

シーズ
（開発・研究者）

（１）ニーズ・シーズマッチング強化事業 （２）自立支援機器開発事業 （３）支援機器普及啓発促進事業

（支援者ルート）

民間団体
・ 開発･企業と雇用企業等、マッチング支援
・ 導入効果情報の集約及び効果を基にした普及･広報
・ 支援機器の開発プロセスを備えた人材を養成

調整

報告

厚生労働省

補助

開発企業

開発企業
仲介者

仲介者
実証の場

実証の場

Aチーム
Bチーム

◎支援機器の
製造･改良

◎実証評価の実施
◎適合のポイント、機器改良等のフィードバック

Ｃチーム
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難聴高齢者の早期発見・早期対応等に向けた手引きの活用に関する調査研究事業①

【事業背景・目的】

自治体における難聴高齢者の支援の更なる推進を図るために、自治体向けのニーズ調査実施及び令和５年度
に作成した「難聴高齢者の早期発見・早期介入等に向けた関係者の連携に関する手引き」を参考にした自治体
におけるモデル事業を実施し、定量的・定性的なデータを収集分析を行う。また、合わせて手引きの読み手で
ある自治体職員への手引きに求める内容等についての質問紙調査を行うことで、当該手引きの内容の更なる充
実を図ることとする。

令和６年度老人保健健康増進等事業

＜自治体向けの質問紙調査について＞

調査目的
 手引きに対するニーズ等について、手引きの読み手である自治体職員等の意見を把握すること

 手引きや難聴高齢者に係る取組の必要性について、調査発出の機会を生かして自治体に広く周知すること

調査対象 指定都市（20団体）、中核市（62団体）、特別区（23団体）、モデル自治体等

回収率 約53.0％（対象の117自治体のうち62自治体が回答）

調査項目
１．難聴に係る取組の状況等：取組を進めるに当たり直面した課題、実施していない理由及び今後の予定等

２．手引きの活用ニーズ：手引きについて知っているか、手引きにはどんな内容が入っていると良いか等

主な調査結果

１．手引きに掲載してほしい内容として、以下のような意見が見られた。

 先進的な事例やその成果（アウトカム）

 具体的な進め方（補聴器相談医等との具体的な連携方法、その後のフォローの仕方等）

２．手引きについて、以下のような意見・傾向が見られた。

 先進的な取組事例が多数掲載されているため、取組を進める上で参考になる

 聞こえのチェックリストやアンケートなどの参考様式が掲載されており、活用することですぐに実施できそう

 手引きや内容に必要性を感じる：52％が「そう思う」、43％が「ややそう思う」と回答

 手引きが参考になる：45％が「そう思う」、43％が「ややそう思う」と回答

 難易度：77％が「ちょうどいい」、16％が「やや難しい」と回答

 ボリューム：63％が「ちょうどいい」、31％が「やや多い」と回答
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難聴高齢者の早期発見・早期対応等に向けた手引きの活用に関する調査研究事業②
令和６年度老人保健健康増進等事業

早期発見 早期介入

＜令和６年度事業で実施したモデル事業の流れ＞

主な実施内容
•地域の通いの場や健康イベント等での簡易スク
リーニングや聞こえの講話の実施

•スクリーニング結果を基に受診勧奨
ポイント
•受診を勧める可能性があるため、自身で受診行動
が取れる方を対象とすると行動変容が期待できる

難聴のリスクがある
高齢者の抽出

主な実施内容
•対象者が必要に応じて耳鼻咽喉科を受診し、聴力
検査や治療、補聴器装用等を開始
ポイント
•予め地域の医療機関や補聴器専門店と連携し、協
力を依頼

•補聴器装用開始の場合、継続したサポートが必要

医師による
適切な介入

主な実施結果

●聞こえのチェックの結果、参加者548人のうち62.2％が受診勧奨対象と判断され、２か月以内に14.3％が耳鼻咽喉科を受診

●専門職や外部機関との連携による効果的な実施

 耳鼻咽喉科医に事前に「聞こえの講話」への協力をお願いしたところ快諾いただき、イベントを診療所で実施することにつながった

 地域の通いの場にイベント実施を告知して参加団体を募集したところ想定を上回る申し込みがあり、参加者も予定を大きく上回るなど

関心の高さがうかがえ、翌年度以降の規模拡大につながった

 これまで自治体の取組で関わりのなかった言語聴覚士等の地域の専門職と新たな協力体制を築くことができた

●モデル事業の実施により明らかになったこと

 「普及啓発」、「早期発見」、「早期介入」等のステップごとに対象者像が異なることから、自治体として注力したいステップに応じた実施

方法や実施場所を設定する必要がある

 実施後の「フォローアップ」においては対象者の受診状況や生活状況を長期間にわたって追跡する必要があるため、自治体での取

組としてはハードルが高く、地域の民生委員等の協力を得て実施する必要がある
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➢ 疾患別リハビリテーション料に規定する専従の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士について、疾患別リハビリ
テーション以外に従事することのできる業務を明確化する。

➢ 従事することのできる業務の拡大に伴って、単純な労働時間の増加に繋がらないよう、専従の従事者１人の１日
当たりの実施単位数の算出にあたっては、当該従事者が疾患別リハビリテーション料及び集団コミュニケーショ
ン療法以外の特掲診療料に係る業務に従事した場合、従事した時間を全て合算して20分以上であれば、20分につ
き１単位とみなし、当該実施単位数に含めることとする。

疾患別リハビリテーション料の療法士による指導等の更なる推進

令和８年度診療報酬改定 Ⅰー２－５ 診療報酬上求める基準の柔軟化ー⑤

疾患別リハビリテーション料における専従療法士が実施可能な業務の明確化

規定の単位数※１に含める業務

疾患別リハビリテーション料
＋

集団コミュニケーション療法

第２章第２部
医学管理等

第２章第３部
在宅医療

第２章第７部
リハビリテーション ※２

第２章第８部
精神科専門療法

・その他リハビリテーション
・家族等の指導に関する業務
・介護施設等への助言に係る業務
・リハビリテーションの記録時間
・個別療法のために移動する時間

等

規定の単位数に
含めない業務

※１ １日当たり18単位を標準とし、週当たりの実施単位数として108単位まで、１日当たりの実施単位数として24単位までが上限。
※２ 「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料に係る計画書の作成及び説明時間は除く。

【疾患別リハビリテーション料】
［施設基準］
<疾患別リハビリテーション料の専従者が従事できる業務>

• 第２章第１部医学管理
• 第２部在宅医療
• 第７部リハビリテーション
• 第８部精神科専門療法
• その他リハビリテーション、患者・家族等の指導に係る業務
• 介護施設等への助言業務

<疾患別リハビリテーション料の専従者と他の専従者との兼任>
○ 兼任可能
第７部リハビリテーション第１節各区分*の専従の理学
療法士等
＊ただし、心大血管疾患リハビリテーション料については、心大血管疾患
リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異な
る場合のみ可

○ 兼任不可能
第１章第２部入院料等（入院料や入院基本料等加算）の専従
の理学療法士等（専任は兼任可。）

（疾患別リハビリテーションに専従の職員であっても、担当している患者
の退院時指導等、職務に照らして必要なその他の業務に積極的に関わるこ
とが可能であることを明確化）
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新生児期において、先天性の聴覚障害の発見を目的として実施する聴覚検査。検査方法は、主に自動ABR又はOAEがある。

自動ABR(自動聴性脳幹反応：Automated Auditory Brainstem Response）
・・・新生児聴覚検査用の聴性脳幹反応検査。自動判定機能を持たせたもので、判定基準は35dBに設定され、「pass（パス）」あるいは「refer（リファ－）」で結果が示される。
OAE（耳音響放射：Otoacoustic Emissions）
・・・内耳から外耳道へ放射される微弱な音信号を集音して得られる反応で、内耳有毛細胞機能を評価する検査。

新生児聴覚検査の実施

聴覚障害は早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、
その早期発見・早期療育を図るために、全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することが重要。

検査方法

沿革等

・平成１２年度～ 国庫補助事業を開始

・平成１９年度～ 検査費用を一般財源化（交付税措置）（検査の実施主体は市町村）

・平成２４年度～ 母子健康手帳の必須記載事項（省令様式）の検査記録に「新生児聴覚検査」を記載し、
任意記載事項様式の「新生児（生後約４週間までの赤ちゃん）」のページに「新生児聴覚検査について」を追加

・平成２８年３月 新生児聴覚検査に係る通知を改正して検査に係る留意事項を整理し、市区町村における一層の取組を依頼

・平成２８年１０月  母子健康手帳の必須記載事項（省令様式）の新生児聴覚検査の記録欄について、より詳細な検査結果を記載できるよう改正

・平成２９年１２月 新生児聴覚検査に係る通知を改正して都道府県において新生児聴覚検査に係る協議会の設置を求めたとともに、検査の実施状況等の把握
のため、受診状況等をとりまとめることとした。

・令和４年２月 「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針作成に関する検討会」（令和３年３月～令和４年１月）における検討を踏まえて、「難聴
児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」をとりまとめ、局長通知を発出

・令和４年度 検査費用の交付税措置について、「少子化対策に関係する経費」の内数としての算定から、「保健衛生費」における算定（「新生児聴覚検査
費」として所要額を計上）に変更

・令和５年度１０月 新生児聴覚検査に係る通知を改正し、確認検査でリファーであった場合、生後3週間以内に先天性サイトメガロウイルス感染症の検査が強く
推奨されていることを踏まえた対応を記載

・令和６年度 検査費用の交付税措置について、算定費目「こども子育て費」の創設に伴い、保健衛生費からこども子育て費における算定に移行

・令和６年１２月 母子健康手帳の必須記載事項（省令様式）の新生児聴覚検査の記録欄について、先天性サイトメガロウイルス検査の項目を追記

（参考） 

・平成１９年３月：「新生児聴覚スクリーニングマニュアル」を作成（厚生労働科学研究費補助金）

・平成２５～２６年度：新生児スクリーニングや乳幼児健診での問題点を検討し、新生児スクリーニング普及率向上への改善策を提示するとともに、１歳未満で実施可能な質問紙等による新たなスク
リーニング方法を検討。（「乳幼児の疾患疫学を踏まえたスクリーニング及び健康診査の効果的実施に関する研究」分担班）（厚生労働科学研究費補助金） 

・平成２７～２９年度：新生児聴覚スクリーングの有効性を再検証（「乳幼児の疾患疫学を踏まえたスクリーニング等の効果的実施に関する研究」分担班）（日本医療研究開発機構研究費）
・令和元年度：「新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための手引書」を作成（子ども・子育て支援推進調査研究事業）
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聴覚障害は早期に発見され適切な支援を行うことで、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられる。このため、全
ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施するための体制整備を進め、聴覚障害の早期発見・早期療育を図ることを目的とする。

１．目 的

新生児聴覚検査について

２．財政措置

３．公費負担の実施状況及び受検率の推移

＜令和３年度まで＞

「少子化対策に関連する
経費」の内数として措置

少子化対策に
関連する経費の

内数

・ 平成12年度より、予算補助として実施

・ 平成19年度より、一般財源化し、「少子化対策に関連する経費」の内数
として地方交付税措置

令和３年度まで１

・ 令和４年度より、保健衛生費における算定に変更し、新生児聴覚検査
費として標準団体当たりの所要額を計上

・ 令和６年度には、こども子育て費における算定に移行。令和７年度も、

各市区町村における聴覚検査の公費負担の最新の実態を踏まえ、市町
村の標準団体（18歳以下人口1.6万人）当たり1,836千円を計
上(令和６年度より230千円の増額)。

令和４年度以降２

0
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2,000

H26年 H27年 H28年 H29年 H30年 R元年 R2年 R3年 R4年 R5年

109 118 224 394 
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1,392 

1,580 

（公費負担実施市町村数・実施割合）
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22.6%

38.8%
52.6%
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73.1%
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90.8%

（１）公費負担の実施状況の推移 （２）受検率の推移

78.9%
81.9%

82.8%
81.8%

86.9%
90.8%

90.7%
94.2%95.2%

96.2%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

H26年H27年H28年H29年H30年R元年 R2年 R3年 R4年 R5年

（受診率（受検者数/出生児数））

（受検の有無を把握している市町村のうち、受検者数を集計している市町村のデータ）

地方交付税措置のイメージ３

（出典：こども家庭庁成育局母子保健課調べ）

＜令和４年度以降＞

新たに新生児聴覚検査費として標
準団体当たりの所要額を計上

「こども子育て費」

「新生児聴覚検査費」

標準団体当たり

1,836千円

※令和６年度は、1,606千円

※令和７年度における金額

※令和４、５年度は「保健衛生費」
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○ 聴覚障害は早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられ
る。このため、聴覚障害の早期発見・早期療育が図られるよう、新生児聴覚検査に係る協議会の設置を行うとともに研修会の実施、
普及啓発等により、都道府県における推進体制を整備することを目的とする。

◆ 実施主体  ：都道府県
◆ 補 助 率  ：国１／２、都道府県１／２
◆ 補助単価  ： 年額 2,173,000円

（５）を実施する場合 年額 10,000,000円
（６）を実施する場合 年額   3,600,000円

◆ 実施自治体数：45自治体（44自治体）

※ 令和６年度変更交付決定ベース
 括弧は令和５年度変更交付決定ベース

「パワポ　イラスト　ママ」の画像検索結果

都道府県or都道府県が
指定する医療機関

市町村 産科医療機関

③電話相談、訪問指導

出生・検査

①情報共有
②検査結果の把握や指導等

訪問・指導

（１）行政機関、医療機関、教育機関、医師会・患者会等の関
係機関（団体）等による協議会の設置・開催（必須）

（２）医療機関従事者等に対する研修会の実施
（３）新生児聴覚検査のパンフレットの作成等による普及啓発
（４）都道府県内における新生児聴覚検査事業実施のための

手引書の作成

  ＜事業イメージ＞

（５）新生児聴覚検査管理等事業（R2～）

① 新生児聴覚検査の結果の情報集約及び共有
② 市町村への指導等
③ 相談対応等
④ 検査状況・精度管理業務

（６）聴覚検査機器購入支援事業（R２～）

（７）その他新生児聴覚検査事業の体制整備に必要な事項
（５）新生児聴覚検査管理等事業

（１）医療機関や教育機関などの関係
機関等による協議会の設置

（２）医療機関従事者等に対する研
修会の実施

（３）新生児聴覚検査のパンフレット作
成等による普及啓発

（４）県内における事業実施のための
手引書の作成 など

①聴覚検査情報の共有
④精度管理業務

（６）聴覚検査機器購入

成育局 母子保健課新生児聴覚検査体制整備事業

令和８年度予算案 ２億円（３億円）

【平成29年度創設】事業の目的

事業の概要

実施主体等 事業実績
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＜児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金＞ 令和８年度予算（案） 206億円の内数（207億円の内数）

支援局 障害児支援課聴覚障害児支援中核機能強化事業

事業の目的

⚫ 聴覚障害児の支援は乳児からの適切な支援が必要であり、また状態像が多様になっていることから、早期からの切れ目のない支援と多様な状態像

への支援が求められる。このため、福祉部局と教育部局の連携の下で、聴覚障害児支援の中核機能を整備し、聴覚障害児とその家族に対し適切な

情報と支援を提供することを目的とする。

事業の概要

⚫ 聴覚障害児の地域の支援体制を整備・強化するため、体制づくり
の中核となるコーディネーターを確保し、１～５の事業を実施す
る。

１.聴覚障害児に対応する協議会の設置
医療・保健・福祉・教育の関係機関等から構成される協議の場

を設置し地域の聴覚障害児の支援ニーズや支援機関・事業所等の
現状把握、分析、関係機関の連絡調整等を通して地域の課題の整
理及びその対応策・支援体制の充実の検討を行う。

２.聴覚障害児支援の関係機関の連携強化
医療・保健・福祉・教育等の関係機関・事業所等の役割の明確

化や取組の情報共有、ネットワーク化等により、関係機関の連携
による乳幼児期から成人期までの切れ目のない支援体制の構築を
進める。

３.家族支援の実施
・家族等の精神面のサポートも含めた相談援助を行う。

   ・聴覚障害児や家族等の交流の機会を確保する。
   ・こどもとその家族が必要な情報を得るための環境を整備する。
４.巡回支援の実施

保育所、幼稚園等、障害児通所支援事業所、学校等を訪問する
等して 聴覚障害児への支援方法の伝達や専門機関の紹介等の助
言・援助を行う。

５.聴覚障害児に関する研修・啓発
保育所、幼稚園、障害児通所支援事業所、学校等の職員に対す

る聴覚障害児の支援に関する研修会の開催や、市民講座の開催等
により、人材育成と地域住民への啓発を進める。

実施主体等

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市

【負担割合】国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２
・補助率1/2の対象となるのは、財政力指数１未満の都道府県又は一般会計歳入が概ね特別区の一般会計歳入の平均未満の市町村のみ

・財政力指数の低い自治体等については、予算の範囲内で補助額を増額する場合がある

国

補助

地域の福祉サービス事業所や学校等への巡回支援

協議会の設置

家族支援の実施

放デイ 児童発達支援都道府県等

研修会の開催

保育所 幼稚園 学校

地域住民への啓発

子育て支援

福祉部局
教育委員会

拠点病院

当事者団体等

その他関係機関

医師会・その他
関係団体

中核機能

母子保健

参加

コーディネーター
※ST等の専門職を想定

児童相談所

【補助基準額】１都道府県・指定都市当たり 17,000千円

１中核市当たり   7,000千円
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電子カルテ情報共有サービスの概要
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自宅等

全国の医療機関等

マイナ
ポータル

国民

閲覧受付

閲覧 わたしの情報

マイナンバー
カード

顔認証付きカードリーダー 医師等

医療保険者

閲覧

職員等

閲
覧
可

電子カルテ

文書・情報登録

患者 医師等

医療機関
支払基金

電子カルテ情報共有サービス

臨床情報

臨床情報

臨床情報

健診結果
報告書

診療情報提供書
・

退院時サマリー

取得・閲覧保存管理登録

閲覧同意

健診結果
報告書

健診結果報告書

健診結果報告書

○ 全国の医療機関等において、電子カルテ情報を共有・閲覧することができるようにするサービス。
・ 医療機関間で診療情報提供書や検査結果等を電子的に共有。
・ 医療機関から医療保険者に健診結果報告書の情報を提供。
・ 患者が自身のマイナポータルで健診結果報告書等の情報を閲覧。

※ 全国10地域でモデル事業を実施中。

制 度 の 概 要

診療情報提供書
・

退院時サマリー

共有する電子カルテ情報の詳細

文書情報
（３文書）

①診療情報提供書
②退院時サマリー

・退院時サマリーは診療情報提供書に添付

③健診結果報告書 ・特定健診 ・後期高齢者健診
・事業主健診  ・学校職員健診
・その他健診

臨床情報（６情報） ①検査(救急、生活習慣病に関する項目)

②感染症          ③処方*         ④傷病名
⑤薬剤アレルギー等 ⑥その他アレルギー等

第26回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ

（令和７年12月10日） 資料１（一部改正）

オンライン資格確認等システム

*処方情報は電子処方箋管理サービスに登録される情報を活用 38



今後のスケジュール（案）

○ 技術解説書の改訂、モデル医療機関における電子カルテの改修、整理事項に関する技術作業班での検討等を踏ま

え、今後以下のスケジュールで進めることとしてはどうか。（令和８年度の冬頃をメドに全国で利用可能な状態に

すること（運用開始）を目指す。）

○ 技術作業班等で追加の検討が必要な情報については、引き続き検討を進め、技術解説書や利用指針（仮）に反映

させる等適切な対応を進める。

令和７年度 令和８年度

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

国・支払
基金

新たなモ
デル医療
機関

技術解説書2.0.0版 技術解説書3.0版（仮）

（改修を必要とする検証事項）
技術解説書2.0.0版に伴う電子カルテ改修

検証

（改修が不要な検証事項）
情報閲覧、文書情報のやりとりなど

技術作業班
電子カルテ情報共有サービス
要件定義・技術解説書改版作業

電子カルテ情報共有
サービス改修 全国的な運用開始

（令和８年度冬頃）

医療従事者向け利用指針（仮）作成 利用指針公表（仮）

（準備ができ次第）

今後のスケジュール（案）

第27回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ
（令和７年12月24日） 資料１
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医療機関等及び保険者に共有する健診内容について（案）

○ 現状では、健康保険法（大正11年法律第70号）第150条第２項等に基づき、保険者は、保健事業のために必要があると認

めるときは、事業主健診等の結果の提供を求めることができるとされている。

○ 電子カルテ情報共有サービスにおいて、医療機関等（※）に共有し、マイナポで閲覧できる健診項目については、制度上

の必須項目等とするが、保険者に対し共有する項目も、医療機関等・マイナポに共有する項目と同一とする。 （保険者への

共有にあたり、項目の絞り込みは行わない。）（※）薬局に対しても共有される

○ 人間ドック等のその他の健診については、実施主体にかかわらず、保険者に共有することについての本人の同意を問診票

等で取得することとし、同意を取得できた場合にのみ共有する。その際、保険者に対し共有する項目も、他の健診種別と同

様に、医療機関等・マイナポに共有する項目と同一とする。 （保険者への共有にあたり、項目の絞り込みは行わない。）

実施主体／健診種別 ※1
医療機関等・マイナポ(国民)

に共有・閲覧する健診項目
保険者に共有する健診項目

保険者

特定健診
後期高齢者健診

制度上の必須項目等※3

（特定健診項目＋事業主健診項目）

医療機関等・マイナポ(国民)
に共有する項目と同一とし、さら
なる項目の絞りこみは行わない
【CDA規格（XML）に変換して提

供】

保険者の実施するその他健診

事業者
事業主健診（定期健康診断）
学校職員健診

人間ドック等のその他健診 ※2

※1 実施主体の判別は報告区分コード等を用いる。 ※2 本人の同意を問診票等で取得する。同意が取得できない場合はオン資に格納しない。
※3 学校職員健診における「胃の疾病及び異常の有無」の項目は除く

→スライド〇の ① →スライド〇の ②

第25回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ
（令和７年７月24日） 資料１
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対象となる健診項目 (案 )

項目名
特定健診・後期高齢者健診

（高齢者医療確保法）
事業主健診

（労働安全衛生法）
学校職員健診

（学校保健安全法）
①マイナポ閲覧対象項目 ②保険者が取り扱う項目

診察

既往歴 〇 〇 〇 〇
服薬歴 〇 ※ 〇 〇
喫煙歴 〇 ※ 〇 〇

業務歴 〇 〇 〇
自覚症状 〇 〇 〇 〇
他覚症状 〇 〇 〇 〇

身体計測

身長 〇 〇 〇 〇 〇
体重 〇 〇 〇 〇 〇
腹囲 〇(後期高齢者健診は□) 〇 〇 〇 〇
BMI 〇 〇 〇 〇 〇

血圧 血圧（収縮期/拡張期） 〇 〇 〇 〇 〇

肝機能検査

AST（GOT） 〇 〇 〇 〇 〇

ALT（GPT） 〇 〇 〇 〇 〇
γ‐GT（γ‐GTP） 〇 〇 〇 〇 〇

血中脂質検査

空腹時中性脂肪 ● ● ● 〇 〇
随時中性脂肪 ● ● ● 〇 〇
HDLコレステロール 〇 〇 〇 〇 〇
LDLコレステロール
（Non-HDLコレステロール）

〇 〇 〇 〇 〇

血糖検査
空腹時血糖 ● ● ● 〇 〇
HbA1c ● ● ● 〇 〇
随時血糖 ● ● ● 〇 〇

尿検査
尿糖 〇 〇 〇 〇 〇
尿蛋白 〇 〇 〇 〇 〇

血液学検査
（貧血検査）

ヘマトクリット値 □ 〇 〇
血色素量[ヘモグロビン値] □ 〇 〇 〇 〇
赤血球数 □ 〇 〇 〇 〇

その他

心電図 □ 〇 〇 〇 〇
眼底検査 □ 〇 〇
血清クレアチニン（eGFR） □ □ 〇 〇
視力 〇 〇 〇 〇
聴力 〇 〇 〇 〇

胸部エックス線検査 〇 〇 〇 〇
喀痰検査 〇 □ 〇 〇
胃の疾病及び異常の有無 ○

医師の判断
医師の診断（判定） 〇 〇 〇 〇 〇
医師の意見 〇 〇

○･･･必須項目、□ ･･･医師の判断に基づき選択的に実施する項目、● ･･･いずれかの項目の実施で可 

※･･･必須ではないが、聴取の実施について協力依頼

第25回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ
（令和７年７月24日） 資料１
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聴覚障害教育の充実事業

現状・課題

事業内容

件数・単価 １箇所×約4.2百万円

委託先
都道府県・指定都市
教育委員会

件数・単価 １箇所×約31百万円

委託先 民間団体、大学等

委託先 特別支援学校 保健・医療・福祉等
の関係機関

教育相
談の実施

本人・保護者 幼稚園・小・中・高等学校等

教師の
派遣

連携

専門家の
派遣

地域の聴覚障害児やその保護者に対して専門性の高い支援を行うため、聴覚障害を

対象とする特別支援学校と保健・医療・福祉等の関係機関の連携の在り方について調

査研究を実施し、そのモデルを構築する。

➢ 特別支援学校が地域の聴覚障害児やその保護者に対して実施する教育相談に

ついて、保健・医療・福祉等の関係機関と連携して専門家を招聘し、教育相談の内

容や体制を充実させる

➢ 域内の小学校等に在籍する難聴児等に適切な指導・支援がなされるよう、特別

支援学校の教職員や関係機関の専門家が小学校等を訪問し、当該学校の教職

員に対して指導・助言を実施

２．保健・医療・福祉等の関係機関と連携した教育相談等の充実１．教師等向け手話習得支援コンテンツの開発

担当：初等中等教育局特別支援教育課

聴覚障害教育については、幼児児童生徒の障害の状態等が多様化していることを踏まえ、個々の障害の状態等に応じた指導を一層充実していく必要がある。

文部科学省では「東京2025デフリンピック」の開催を契機として、令和７年度事業において、聴覚障害や手話に関する理解を深めるための児童生徒等向けコン

テンツ開発に取り組んでいるところ、令和７年６月の通常国会において「手話に関する施策の推進に関する法律」が成立したことも踏まえ、今後、手話を使用する

子供が、その意向の下で手話による教育を受けることができるよう、教員の手話に関する技能の更なる向上を図る必要がある。

加えて、聴覚障害を対象とする特別支援学校と保健・医療・福祉等の関係機関や専門家が連携し、聴覚障害児等に対してより専門性の高い支援を行うととも

に、域内の小学校等に在籍する児童生徒等や教師に対するセンター的機能を発揮した支援を充実していくことが求められる。

手話に関する施策の推進に関する法律の趣旨も踏まえ、手話を使用する子

供が、その意向の下で手話による教育を受けることができるよう、教師や教師を

目指す学生等が活用できる手話習得支援のためのコンテンツを開発し、教員の

手話に関する技能の更なる向上を図る。

（開発するコンテンツ例）

・各教科等の指導、生徒指導や教育相談等の学校生活における具体的な

場面に即した動画コンテンツ 等

令和8年度予算額（案） 0.4億円

（前年度予算額 0.4億円）

手話習得支援コンテンツ企画検討会議

設置・運営 開発

教師・学生等の個人や研修等での
活用を想定
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